
（
五
）
紀
伊
國
伊
都
郡
高
野

た

か

の

の
峯
に
入
定
の
處
を
請 う

け
乞
は
せ
被 ら

る
表 

 
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
、
空
海
は
そ
の
独
自
の
密
教
世
界
を
ま
と
め
て
『
弁
顕
密
二
教
論
』
を
著
わ
し
、

そ
の
翌
年
の
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
に
は
最
澄
と
決
別
す
る
。 

 

そ
し
て
同
年
六
月
、
京
の
高
雄
山
寺
に
い
る
空
海
は
、
嵯
峨
天
皇
に
高
野
山
下
賜
を
奏
上
す
る
。
そ
れ

に
対
し
て
嵯
峨
は
、
翌
七
月
に
は
異
例
の
早
さ
で
紀
伊
国
司
へ
の
太
政
官
符
を
も
っ
て
裁
可
し
、
空
海
の

高
野
山
造
営
の
願
い
を
か
な
え
る
。
こ
の
頃
の
両
者
の
関
係
が
い
か
に
深
か
っ
た
か
こ
の
一
事
を
も
っ
て

も
う
か
が
え
る
。 

然
る
に
、
高
野
山
山
麓
の
天
野
の
里
に
空
海
が
以
前
か
ら
そ
こ
で
山
の
民
と
交
わ
り
時
々
滞
留
し
て
い

た
丹
生
都
比
売
神
社
が
あ
っ
た
。
こ
の
社
に
、
こ
の
土
地
の
人
々
が
篤
く
信
仰
す
る
丹
生
明
神
と
狩
場
明

神
が
祀
ら
れ
て
い
た
。 

 

彼
ノ
山
ノ
裏
ノ
路
辺
ニ
女
神
ア
リ
。
名
ヅ
ケ
テ
丹
生
津
姫
命
ト
曰
フ
。 

其
ノ
社
ノ
廻
リ
ニ
十
町
許
リ
ノ
沢
ア
リ
。
人
到
リ
着
ケ
バ
即
時
ニ
傷
害
セ
ラ
ル
。 

方
ニ
吾
ガ
上
登
ノ
日
巫
税
（
祝
）
ニ
託
シ
テ
曰
ク
。
妾
、
神
道
ニ
在
テ
威
福
ヲ
望
ム
コ
ト
久
シ
。 

方
ニ
今
菩
薩
此
ノ
山
ニ
到
ル
。
妾
ガ
幸
ナ
リ
。（
『
御
遺
告
』
） 

 



こ
の
『
御
遺
告
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
「（
あ
る
日
、
空
海
が
高
野
山
に
登
っ
た
時
に
あ
る
犬
飼
に
出
会

っ
た
の
だ
が
、
彼
は
名
前
や
素
性
を
明
か
さ
な
か
っ
た
。そ
こ
で
空
海
は
山
の
ま
わ
り
を
調
べ
て
み
る
と
）

高
野
山
の
奥
に
丹
生
津
姫
命
（
丹
生
都
比
売
大
神
）
と
い
う
女
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
の
周
囲
に
は
十
町
の
沢
が
流
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
人
が
近
づ
く
と
身
体
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。 

 

私
が
高
野
山
に
登
っ
た
日
、（
丹
生
津
姫
命
が
）
巫
税
（
祝
）
に
託
し
て
言
っ
た
。∧

私
は
神
道
に
あ
る

身
で
す
が
威
福
（
仏
法
、
密
法
）
を
永
く
待
ち
望
ん
で
い
ま
し
た
。
今
ま
さ
に
菩
薩
（
空
海
）
が
こ
の
山

に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
（
そ
れ
が
何
よ
り
）
私
の
幸
せ
で
す∨

」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

巫
税
（
祝
）
と
は
、
巫
女
の
よ
う
な
神
の
言
葉
を
人
間
に
媒
介
す
る
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合

男
で
、
例
の
犬
飼
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
空
海
は
こ
の
巫
税
（
祝
）
を
代
理
人
と
し
て
高
野
山
の
取

得
と
造
営
を
丹
生
津
姫
命
か
ら
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
高
野
山
は
天
野
に

祀
ら
れ
て
い
る
丹
生
津
姫
命
（
丹
生
都
比
売
大
神
）
の
神
域
に
あ
っ
て
丹
生
の
一
族
が
こ
れ
を
領
し
て
い

た
が
、
こ
の
神
域
に
密
教
僧
の
空
海
が
入
る
こ
と
を
神
自
身
が
許
し
歓
迎
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

神
が
菩
薩
を
容
認
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
近
づ
く
と
人
体
を
傷
つ
け
る
ほ
ど
毒
性
の
強
い
水
銀
の
採

掘
や
利
用
ま
で
を
許
可
し
た
と
の
意
味
で
も
あ
ろ
う
。
す
で
に
神
仏
習
合
が
行
わ
れ
て
い
た
。
空
海
の
高

野
山
造
営
は
こ
の
丹
生
都
比
売
大
神
と
土
地
の
神
々
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
天
野
の
里
の
人
々
と
の
親
交

な
く
し
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 



空
海
は
、
山
岳
修
行
の
熟
達
者
で
あ
っ
た
。「
ヤ
マ
」
に
入
る
し
き
た
り
や
礼
儀
作
法
に
通
じ
、「
ヤ
マ
」

で
鍛
え
た
霊
的
な
パ
ワ
ー
に
も
事
欠
か
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、「
ヤ
マ
」
の
民
が
見
た
こ
と
も
な
い
不
思
議

な
密
教
儀
礼
や
聞
い
た
こ
と
も
な
い
不
思
議
な
真
言
を
あ
や
つ
っ
た
。
水
銀
の
精
製
や
利
用
方
法
や
そ
の

背
後
の
あ
る
道
教
に
も
通
じ
て
い
た
。
山
の
民
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
カ
リ
ス
マ
性
に
満
ち
て
い
た
。
天
野

の
丹
生
の
一
族
は
、
氏
神
で
あ
る
丹
生
都
比
売
大
神
も
ろ
と
も
に
空
海
を
歓
迎
し
帰
依
し
た
の
で
あ
る
。 

空
海
は
高
野
山
の
造
営
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
こ
の
「
丹
生
明
神
」
と
「
狩
場
明
神
」
と
を
山
上
に
勧
請

し
た
。
今
、
壇
上
伽
藍
の
西
側
に
鎮
座
し
て
い
る
。 

南
海
電
鉄
「
橋
本
」
駅
前
か
ら
タ
ク
シ
ー
を
走
ら
せ
る
こ
と
約
三
十
分
、
紀
ノ
川
を
渡
り
九
度
山
の
慈

尊
院
の
近
く
を
通
り
、
梅
や
柿
の
木
が
斜
面
い
っ
ぱ
い
に
枝
を
広
げ
る
山
里
の
道
を
た
ど
る
と
や
が
て
道

が
下
り
に
な
り
、
や
や
行
く
と
急
に
人
里
が
ひ
ら
け
て
く
る
。
丹
生
都
比
売
神
社
は
そ
の
人
里
に
あ
る
。 

朱
塗
り
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
。
目
の
前
に
あ
ざ
や
か
な
朱
塗
り
の
太
鼓
橋
、
そ
の
奥
に
大
楼
門
が
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。
朱
に
塗
ら
れ
た
橋
を
渡
っ
て
神
域
に
入
る
。
ま
さ
に
丹
生
の
世
界
で
あ
る
。 

昔
は
、
太
鼓
橋
が
か
か
る
池
の
西
側
に
「
大
庵
室
（
お
お
あ
ぜ
ち
、
祭
祀
の
際
、
学
侶
方
の
僧
侶
の
宿

所
）
」
と
「
長
床
（
祭
祀
の
際
、
行
人
方
の
僧
侶
の
宿
所
）
」
が
、
池
の
中
島
に
は
「
一
切
経
蔵
（
仁
和
寺

か
ら
贈
ら
れ
た
一
切
経
を
安
置
）
」
と
「
宝
蔵
（
行
人
方
の
僧
侶
が
祭
祀
の
時
に
使
う
祭
具
を
保
管
）
」
が

あ
り
、
東
側
に
は
「
不
動
堂
」「
山
王
堂
」「
多
宝
塔
」「
御
影
堂
」
な
ど
の
寺
院
様
式
の
建
物
が
並
び
、
祭

祀
の
際
に
は
高
野
山
の
真
言
僧
も
出
向
列
座
し
て
神
祇
の
法
を
修
し
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
。 

 



神
域
に
入
る
と
空
に
そ
の
軒
先
を
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
て
重
文
の
大
楼
門
が
建
っ
て
い
る
。
朱
塗
り
の
み

ご
と
な
門
で
あ
る
。
そ
の
楼
門
の
と
こ
ろ
か
ら
祭
神
を
拝
む
の
で
あ
る
。 

祭
神
は
四
明
神
で
、
向
っ
て
右
か
ら
、
第
一
殿
の
「
丹
生
明
神
（
丹
生
都
比
売
（
に
ぶ
つ
ひ
め
）
大
神
）」
、

第
二
殿
の
「
狩
場
明
神
（
高
野
御
子
（
た
か
の
み
こ
）
大
神
）」
、
第
三
殿
の
「
気
比
明
神
（
大
食
都
比
売

（
お
お
げ
つ
ひ
め
）
大
神
）」
、
第
四
殿
の
「
厳
島
明
神
（
市
杵
嶋
比
売
（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
）
大
神
）
」
で

あ
る
。 

「
丹
生
明
神
」
は
、
今
か
ら
一
七
〇
〇
年
前
の
神
功
皇
后
の
頃
に
、
こ
の
山
里
に
祀
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
る
（『
日
本
書
紀
』）
水
銀
の
神
で
、
鉱
山
に
関
与
し
て
地
下
資
源
を
司
る
の
で
あ
る
。 

「
狩
場
明
神
」
は
、
鉱
脈
を
求
め
て
山
中
を
渉
猟
す
る
神
で
ヤ
マ
の
案
内
や
導
き
の
神
で
あ
り
高
野
山

一
帯
の
地
主
神
で
も
あ
る
。
空
海
が
高
野
山
に
入
る
際
空
海
に
奉
仕
し
た
「
狩
場
明
神
」
を
祖
先
と
も
ど

も
こ
こ
に
祀
っ
た
と
い
う
。 

「
気
比
明
神
」
と
「
厳
島
明
神
」
は
、
北
条
政
子
が
今
か
ら
約
八
〇
〇
年
前
に
寄
進
し
た
。
「
気
比
明

神
」
は
、
「
元
寇
の
役
」
に
か
か
わ
る
軍
神
。
「
厳
島
明
神
」
は
、
音
楽
芸
能
・
航
海
安
全
の
神
で
、
こ
の

二
神
に
平
和
安
穏
・
鎮
護
国
家
を
祈
る
の
で
あ
る
。 

 

空
海
は
高
野
山
造
営
の
以
前
か
ら
こ
の
丹
生
都
比
売
神
社
に
か
か
わ
り
を
も
ち
、
滞
留
の
際
は
住
坊

「
曼
荼
羅
院
（
庵
）」
に
止
宿
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
曼
荼
羅
院
（
庵
）」
は
、
現
在
駐
車
場
に
な
っ
て

い
る
広
場
の
あ
た
り
、
つ
ま
り
「
大
庵
室
」
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
近
く
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
「
曼
荼



羅
院
（
庵
）
」
が
、
高
野
山
の
造
営
の
際
山
上
に
移
さ
れ
「
山
王
院
」
と
い
わ
れ
、
後
に
「
金
剛
峯
寺
」
と

な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

 
空
海
は
、
嵯
峨
か
ら
高
野
山
を
下
賜
さ
れ
る
と
た
だ
ち
に
そ
の
造
営
に
と
り
か
か
っ
た
。 

ま
ず
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
七
月
か
ら
年
末
に
か
け
、
實
慧
や
泰
範
ら
の
弟
子
を
高
野
山
と
紀
ノ
川
南

岸
の
山
麓
に
派
遣
し
現
地
調
査
を
さ
せ
た
。
高
野
山
と
紀
ノ
川
南
岸
の
土
地
は
、
若
き
日
の
空
海
が
山
林

修
行
者
と
し
て
幾
度
と
な
く
渉
猟
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
空
海
は
弟
子
た
ち
に
、
高
野
山
の
地
形
・
地
理

や
水
銀
鉱
脈
の
こ
と
、
ま
た
山
麓
の
丹
生
の
一
族
と
丹
生
都
比
売
神
社
の
こ
と
な
ど
詳
し
い
事
情
を
教
え
、

山
上
伽
藍
の
予
定
地
や
資
材
・
人
夫
の
調
達
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
示
を
し
た
で
あ
ろ
う
。 

空
海
の
気
持
ち
が
昂
ぶ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
高
雄
山
寺
は
あ
く
ま
で
和
気
氏
の
私
寺
で
あ
り
、

空
海
の
わ
が
意
の
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
仮
の
住
ま
い
で
あ
る
。
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
東
大
寺
は
前
の
年
に

離
れ
て
い
た
。
帰
朝
か
ら
十
年
に
し
て
空
海
に
自
ら
の
密
教
を
集
大
成
す
る
た
め
の
道
場
、
私
寺
開
創
の

チ
ャ
ン
ス
が
き
た
の
で
あ
る
。 

お
そ
ら
く
實
慧
や
泰
範
ら
は
、
先
ず
山
麓
の
天
野
に
あ
る
丹
生
都
比
売
神
社
に
向
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

空
海
が
住
房
と
し
た
境
内
の
曼
荼
羅
院
に
止
宿
し
、
そ
こ
を
当
面
の
根
拠
地
と
し
た
で
あ
ろ
う
。こ
こ
で
、

彼
ら
は
丹
生
の
一
族
の
主
だ
っ
た
者
に
資
材
の
調
達
と
運
搬
、
道
路
や
水
の
治
山
治
水
、
資
金
や
食
糧
の

確
保
、
人
夫
の
世
話
ほ
か
工
事
道
具
や
生
活
用
具
な
ど
一
切
の
助
力
を
要
請
し
、
良
い
答
え
を
も
ら
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。 



こ
の
天
野
の
里
の
す
ぐ
近
く
を
、
高
野
山
と
紀
ノ
川
そ
し
て
奈
良
や
京
を
結
ぶ
旧
表
参
道
が
通
っ
て
い

る
。
こ
の
道
を
た
ど
っ
て
紀
ノ
川
に
向
い
山
を
降
り
て
い
っ
た
先
、
紀
ノ
川
の
南
岸
に
慈
尊
院
が
あ
る
。 

弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
の
創
建
と
い
う
か
ら
、
お
そ
ら
く
實
慧
や
泰
範
ら
が
紀
ノ
川
の
水
運
に
至
便
な

こ
の
要
衝
の
地
に
建
設
資
材
や
人
夫
・
生
活
必
需
品
な
ど
を
集
め
、
山
上
に
あ
げ
る
た
め
の
根
拠
地
と
し

て
こ
こ
に
堂
宇
を
建
立
し
、
あ
わ
せ
て
山
上
伽
藍
が
完
成
し
そ
こ
に
空
海
以
下
弟
子
た
ち
が
居
住
で
き
る

よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
の
宿
所
あ
る
い
は
厳
寒
期
修
行
の
道
場
と
し
、
ま
た
高
野
山
造
営
に
関
す
る
庶
事

万
端
を
つ
か
さ
ど
る
寺
務
所
（
政
所
）
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
紀
ノ
川
の
渡
し
場
に
あ
っ

た
「
丹
生
官
省
符
神
社
」
が
、
今
は
慈
尊
院
境
内
に
移
さ
れ
て
い
る
。 

 

寺
名
の
慈
尊
と
は
慈
氏
菩
薩
、
す
な
わ
ち
弥
勒
菩
薩
の
こ
と
で
あ
る
。
空
海
が
高
野
山
の
造
営
に
苦
心

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
母
阿
古
屋
（「
玉
依
（
姫
）」
）
が
讃
岐
か
ら
出
て
く
る
も
の
の
女
人
禁
制
の
山
上

に
上
が
る
こ
と
か
な
わ
ず
、
空
海
は
月
に
九
度
高
野
山
か
ら
下
り
て
き
て
母
を
た
ず
ね
た
。
こ
の
一
帯
を

九
度
山
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
母
は
、
空
海
が
入
定
す
る
一
ヶ
月
前
の
承
和
二
年
（
八
三
五
）

二
月
に
亡
く
な
る
の
だ
が
、
空
海
は
母
が
弥
勒
菩
薩
に
な
っ
た
夢
を
み
、
弥
勒
尊
の
像
一
体
を
謹
刻
し
て

母
の
廟
に
祀
っ
た
と
い
う
。
こ
の
寺
を
別
名
女
人
高
野
と
い
う
。 

 

弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
、
空
海
は
再
び
實
慧
・
泰
範
た
ち
を
高
野
山
に
入
ら
せ
て
平
坦
な
地
を
択
ば
せ
、

山
上
の
根
拠
地
と
し
て
堂
宇
（
一
・
両
の
草
庵
）
を
建
て
さ
せ
る
。 



そ
し
て
翌
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
十
一
月
、
勅
許
後
は
じ
め
て
自
ら
も
高
野
山
に
登
っ
た
。
お
そ
ら
く

實
慧
・
泰
範
た
ち
は
先
に
山
上
に
上
り
空
海
の
一
行
を
迎
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に
は
丹
生
の
一
族
や

土
地
の
有
力
氏
族
あ
る
い
は
治
山
治
水
に
明
る
い
山
の
民
や
資
材
運
搬
・
建
築
土
木
に
堪
能
な
人
夫
た
ち

も
集
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
寝
食
等
の
準
備
も
調
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
翌
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
の
春
、
空
海
は
山
上
を
七
里
結
界
し
て
密
教
に
よ
る
作
壇
法
（
地
鎮

鎮
壇
作
法
）
を
七
日
間
修
し
た
。
今
の
「
根
本
大
塔
」
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
表
白
に
言
う
。 

 

沙
門
遍
照
金
剛
、
敬
テ
十
方
ノ
諸
佛
、
兩
部
大
曼
荼
羅
海
會
ノ
衆
、
五
類
ノ
諸
天
、
及
ビ
國
中
ノ
天
神

地
祇
、
竝
ビ
ニ
此
ノ
山
中
ノ
地
水
火
風
空
ノ
諸
鬼
等
ニ
白
サ
ク
。
夫
レ
形
有
リ
識
有
ル
モ
ノ
必
ラ
ズ
佛

性
ヲ
具
ス
。
佛
性
法
性
、
法
界
ニ
遍
シ
テ
不
二
、
自
身
他
身
、
一
如
ト
與
ナ
ル
ニ
シ
テ
平
等
ナ
リ
。
之

ヲ
覺
ル
者
ハ
常
ニ
五
智
ノ
䑓
ニ
遊
ビ
、
之
ニ
迷
ウ
者
ハ
毎
ニ
三
界
ノ
泥
ニ
沈
ム
。
是
ノ
故
ニ
、
大
悲
大

日
如
來
獨
リ
三
昧
耶
ノ
妙
趣
ニ
鑒
ミ
、
六
趣
ノ
塗
炭
ヲ
悲
歎
ス
。
如
實
智
ノ
雷
法
界
ノ
殿
ニ
震
イ
、
祕

密
ノ
曼
荼
羅
閻
浮
提
ニ
傳
ワ
ル
。
金
剛
薩
埵
龍
猛
菩
薩
に
傳
授
サ
レ
テ
從
リ
師
々
相
傳
シ
、
今
ニ
迄
ル

マ
デ
絶
エ
ズ
。
遂
ニ
弘
教
和
尚
、
辨
正
三
蔵
、
錫
ヲ
振
テ
東
ニ
來
タ
リ
、
漢
ノ
地
ニ
流
傳
シ
テ
群
生
ヲ

抜
濟
ス
。
然
リ
ト
雖
モ
、
地
ハ
泓
海
ヲ
隔
テ
、
人
ノ
機
未
ダ
熟
サ
ズ
、
教
ハ
祕
閣
ニ
韞
サ
レ
テ
未
ダ
ニ

此
ノ
朝
ニ
及
バ
ズ
。
厶
甲
、
幸
ニ
諸
佛
ノ
加
持
力
ト
幽
明
ノ
機
熟
ノ
力
ヲ
頼
ミ
、
去
ン
ジ
延
暦
二
十
三

年
ヲ
以
テ
彼
ノ
大
唐
ニ
入
ル
。
大
悲
胎
蔵
及
ビ
金
剛
界
會
、
兩
部
ノ
大
曼
荼
羅
ノ
法
、
竝
ビ
ニ
一
百
餘



部
ノ
金
剛
乘
ヲ
奉
請
シ
テ
、
平
ラ
カ
ニ
本
朝
ニ
帰
ル
。
地
ハ
相
應
ノ
地
無
く
、
時
ハ
正
シ
ク
是
ノ
知
己

ニ
非
ず
。
日
月
荏
苒
ト
シ
テ
忽
チ
一
紀
ヲ
過
グ
。 

爰
ニ
則
チ
、
輪
王
運
ヲ
啓
イ
テ
此
ノ
法
ヲ
弘
メ
ン
ト
擬
ス
ル
ニ
、
必
ズ
須
カ
ラ
ク
其
ノ
地
ヲ
得
ベ
シ
。

四
遠
ヲ
簡
ビ
擇
ブ
ニ
此
ノ
地
ヲ
卜
食
ス
。
是
ノ
故
ニ
、
天
皇
陛
下
、
特
ニ
恩
璽
ヲ
下
シ
テ
此
ノ
伽
藍
ノ

處
ヲ
賜
エ
リ
。
今
、
上
ハ
諸
佛
ノ
恩
ヲ
報
ジ
テ
密
教
ヲ
弘
揚
シ
、
下
ハ
五
類
ノ
天
威
ヲ
增
シ
テ
群
生
ヲ

抜
済
セ
ン
ガ
為
、
一
ラ
金
剛
乗
秘
密
教
ニ
依
リ
テ
両
部
大
曼
荼
羅
ヲ
建
立
セ
ン
ト
欲
フ
。
仰
ギ
願
ワ
ク

ハ
、
諸
佛
歡
喜
シ
、
諸
天
擁
護
シ
、
善
神
誓
願
シ
テ
、
此
ノ
事
ヲ
證
誠
セ
ン
コ
ト
ヲ
。 

所
有
ル
、
東
西
南
北
、
四
維
上
下
、
七
里
ノ
中
ノ
一
切
ノ
悪
鬼
神
等
ハ
、
皆
我
ガ
結
界
ヲ
出
テ
去
レ
。

所
有
ル
、
一
切
ノ
善
神
鬼
等
ノ
利
益
ア
ル
者
ハ
、
意
ニ
随
テ
住
セ
ヨ
。
又
願
ワ
ク
ハ
、
此
ノ
道
場
ハ
普

ネ
ク
五
類
諸
天
、
及
ビ
地
水
火
風
空
ノ
五
大
ノ
諸
神
、
并
ビ
ニ
此
ノ
朝
開
闢
已
來
ノ
皇
帝
皇
后
等
ノ
尊

靈
、
一
切
ノ
天
神
地
祇
ヲ
以
テ
檀
主
ト
爲
ス
。
伏
シ
テ
乞
ウ
、
一
切
ノ
冥
靈
晝
夜
ニ
擁
護
シ
テ
此
ノ
願

ヲ
助
ケ
果
タ
サ
ン
コ
ト
ヲ
（『
性
霊
集
』
「
高
野
建
立
の
初
の
結
界
の
時
の
啓
白
文
」）
。 

 

と
。 空

海
は
先
ず
山
上
を
七
里
結
界
し
て
諸
魔
を
排
除
し
そ
こ
に
丹
生
・
狩
場
（
高
野
）
の
二
明
神
を
勧
請

し
た
。
清
め
ら
れ
た
「
野
（
ノ
）
」
に
サ
ト
の
神
を
祀
り
、
そ
こ
を
現
（
う
つ
）
の
仏
国
土
（
ヤ
マ
・
山
上

他
界
）
と
み
な
す
こ
と
で
、
サ
ト
の
丹
生
一
族
や
ヤ
マ
の
民
に
新
し
い
神
仏
習
合
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

を
示
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。 



人
々
は
、
か
つ
て
こ
の
山
域
で
見
た
こ
と
の
あ
る
無
名
の
若
き
乞
食
僧
が
、
い
つ
の
ま
に
か
天
皇
を
も

動
か
し
高
野
山
に
新
し
い
神
仏
習
合
の
霊
域
を
造
営
す
る
、
稀
有
の
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
な
っ
て
現
れ
た

こ
と
に
大
い
に
沸
い
た
で
あ
ろ
う
。 

高
野
山
の
造
営
は
、
当
然
な
が
ら
長
く
か
か
っ
た
。
空
海
は
造
営
に
着
手
し
て
か
ら
二
十
年
後
の
承
和

二
年
（
八
三
五
）
に
入
定
す
る
。
存
命
中
に
完
成
を
見
た
の
は
空
海
の
構
想
の
半
ば
で
は
な
か
っ
た
か
。 

             



●
本
文
：
沙
門
空
海
言 

空
海
聞 

山
髙
則
雲
雨
潤
物 

水
積
則
魚
龍
産
化 

是
故 

耆
闍
峻
嶺 

能
仁
之
迹
不
休 

孤
岸
奇
峯 

觀
世
之
蹤
相
續 

尋
其
所
由 

地
勢
自
爾 

又
有
台
嶺
五
寺 

禪

各
比
肩 

天
山
一
院 

定
侶
連
袂 

書
き
下
し
：
沙
門
空
海
言
す
。
空
海
聞
く
な
ら
く
。
山
髙
け
れ
ば
則
ち
雲
雨
物
を
潤
し
、
水
積
れ
ば
則
ち

魚
龍
産
化
す
。
是
の
故
に
、
耆
闍

ぎ

じ

ゃ

の
峻
嶺
に
能の

う

仁に
ん

の
迹あ

と

休
ま
ず
、
孤
岸
の
奇
峯
に
觀
世
の
蹤あ

と

相
續
す
。

其
の
所
由
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
に
地
勢
自
ら
爾し

か

り
。
ま
た
、
台た

い

嶺れ
い

の
五
寺
に
禪
客
肩
を
比な

ら

べ
、
天
山

て
ん
さ
ん

の

一
院
に
定
侶

じ
ょ
う
り
ょ

袂そ
で

を
連
ね
る
こ
と
有
り
。 

私
訳
：
沙
門
空
海
が
申
し
上
げ
る
。
空
海
が
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
山
が
高
け
れ
ば
雲
や
雨
が
生
物
を

う
る
お
し
、
水
が
魚
や
龍
が
生
れ
育
つ
。
そ
の
故
に
、
耆
闍
崛
山
の
鷲
が
翼
を
広
げ
た
よ
う
な
険
し
い

峯
は
釈
尊
の
説
法
の
跡
（
奇
瑞
）
を
残
し
続
け
、
補
陀
落
山
の
不
思
議
な
形
を
し
た
峯
は
観
世
音
菩
薩

の
霊
威
を
続
け
持
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
聞
く
と
地
形
が
自
ら
そ
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

五
台
山
の
五
大
禅
処
に
禅
定
（
三
昧
行
）
に
参
じ
る
人
が
集
っ
て
肩
を
並
べ
、
天
台
山
の
国
清
寺
に
は

禅
定
（
止
観
行
）
の
修
行
僧
が
列
を
な
し
て
い
る
、
と
言
う
。 

 

※
註
記
１
：
産
化
は
、
産
が
出
産
（
胎
生
）
、
化
が
孵
化
（
卵
生
）
。 



※
註
記
２
：
耆
闍
は
、
耆
闍
崛
山
（
ぎ
じ
ゃ
く
っ
せ
ん
）、
釈
尊
が
説
法
し
た
霊
鷲
山
（
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん
）
。 

※
註
記
３
：
能
仁
は
、
釈
尊
。
釈
迦
（
シ
ャ
ー
ク
ヤ
・
ム
ニ 

!
qk

y
a-m

u
n
i

）
の
「!

qk
y

a

」
を
「
能
仁
」
、

「m
u
n

i

」
を
「m

au
n
a

」
と
し
て
「
寂
黙
」
と
言
う
。 

※
註
記
４
：
孤
岸
は
、
直
後
の
文
言
か
ら
し
て
観
世
音
菩
薩
の
浄
土
補
陀
落
山
。 

※
註
記
５
：
觀
世
は
、
観
世
音
菩
薩
。 

※
註
記
６
：
台
嶺
は
、
五
台
山
。 

※
註
記
７
：
五
寺
は
、
五
台
山
の
五
大
禅
処
。
殊
像
寺
・
顕
通
寺
・
塔
院
寺
・
菩
薩
頂
・
羅
睺
寺
。 

※
註
記
８
：
天
山
は
、
天
台
山
。 

※
註
記
９
：
一
院
は
、
国
清
寺
。 

※
註
記
１
０
：
定
侶
は
、
禅
定
修
行
を
す
る
僧
侶
。 

 

●
本
文
：
是
則 

國
之
寶 

民
之
梁
也 
伏
惟 

我
朝
歷
代
皇
帝 

留
心
佛
法 

金
刹
銀
䑓 

櫛
比
朝

野
談
義
龍
象 

毎
寺
成
林 

法
之
興
隆 

於
是
足
矣 

但
恨
高
山
深
嶺 

乏
四
禪
客 

幽
藪
窮
巖 

希
入
定
賓 

實
是 

禪
教
未
傳 

住
處
不
相
應
之
所
致
也 

今
准
禪
經
説 

深
山
平
地 

尤
宜
修
禪 

書
き
下
し
：
是
れ
則
ち
、
國
の
寶
、
民
の
梁

り
ょ
う

な
り
。
伏
し
て

惟
お
も
ん
み

れ
ば
、
我
が
朝
歷
代
の
皇
帝
心
を
佛
法

に
留 と

ど

む
。
金
刹

き
ん
さ
つ

銀 ぎ
ん

䑓 た
い

は
櫛
の
ご
と
く
朝
野
に
比
び
、
談
義
す
る
龍

り
ゅ
う

象ぞ
う

は
寺
毎ご

と

に
林り

ん

を
成
す
。
法
の
興



隆
是
に
於
い
て
足
る
。
但た

だ

、
高
山
深
嶺
に
四
禪

し

ぜ

ん

の
客
乏
し
く
、
幽
藪
窮

ゆ
う
そ
う
き
ゅ
う

巖が
ん

に
入
定
の
賓
稀
な
る
を
恨
む
。 

實
ま
こ
と

に
是
れ
、
禪
教
未
だ
傳
ら
ず
、
住
處
相
應
せ
ざ
る
の
致
す
所
な
り
。 

今
、
禪
經
の
説
に
准
ず
る
に
、

深
山
の
平
地
尤

も
っ
と

も
修
禪
に
宜
し
。 

私
訳
：
こ
れ
は
国
の
宝
（
有
能
な
国
の
人
材
）
で
あ
り
人
々
の
中
心
的
な
存
在
に
な
る
人
た
ち
で
あ
る
。

伏
し
て
思
う
に
、
（
仏
教
伝
来
以
後
の
）
わ
が
国
の
歴
代
の
天
皇
は
仏
法
に
心
を
留
め
、
立
派
な
堂
塔

伽
藍
が
櫛
の
歯
の
よ
う
に
朝
廷
・
民
野
を
問
わ
ず
建
ち
並
び
、
経
論
を
議
論
す
る
徳
の
す
ぐ
れ
た
高
僧

が
寺
院
ご
と
に
林
の
よ
う
に
雲
集
し
て
い
る
。
仏
法
の
興
隆
は
こ
こ
に
至
っ
て
十
分
な
の
で
あ
る
が
、

た
だ
、
高
い
山
や
深
い
嶺
に
入
っ
て
（
色
界
の
）
四
禅
定
を
修
行
す
る
修
行
者
が
乏
し
く
、
深
山
幽
谷

の
草
む
ら
険
し
い
岩
で
禅
定
を
行
う
修
行
僧
が
稀
な
こ
と
が
恨
め
し
い
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
こ
れ
は
、

ま
だ
ま
だ
瞑
想
行
と
教
義
の
一
致
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
修
行
者
の
住
す
る
所
が
相
応
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
今
、
瞑
想
行
の
経
典
の
説
に
准
ず
れ
ば
、
深
山
の
平
地
が
瞑
想
行
に
は
最
も
適
し
て
い
る

の
で
あ
る
。 

 

※
註
記
１
：
寶
は
、
有
能
な
国
の
人
材
。 

※
註
記
２
：
梁
は
、
中
心
的
な
存
在
。 



※
註
記
３
：
金
刹
銀
䑓
は
、
立
派
な
堂
塔
伽
藍
。 

※
註
記
４
：
龍
象
は
、
徳
の
す
ぐ
れ
た
高
僧
。 

※
註
記
５
：
幽
藪
窮
巖
は
、
立
派
な
堂
塔
伽
藍
。 

※
註
記
６
：
修
禪
は
、
瞑
想
行
（
三
昧
行
、
止
観
行
）
を
行
う
こ
と
。 

※
註
記
７
：
四
禅
は
、
色
界
の
四
禅
定
（
初
禅
・
第
二
禅
・
第
三
禅
・
第
四
禅
）
。 

※
註
記
８
：
幽
藪
窮
巖
は
、
幽
谷
の
草
む
ら
や
深
山
の
険
し
い
岩
。 

※
註
記
９
：
禪
教
は
、
瞑
想
行
（
禅
）
と
教
義
（
教
）
。 

※
註
記
１
０
：
住
處
は
、
修
行
者
の
住
す
る
所
。 

 

●
本
文
：
空
海 

少
年
日 
好
渉
覽
山
水 

從
吉
野 

南
行
一
日 

更
向
西
去 

兩
日
程 

有
平
原

幽
地 

名
曰
高
野 

計
當
紀
伊
國
伊
都
郡
南 

四
面
高
嶺 

人
縦
絶
蹊 

今
思 

上
奉
爲
國
家 

下
爲
諸
修
行
者 

芟
夷
荒
藪 
聊
建
立
修
禪
一
院 

經
中
有
誡 

山
河
地
水 

悉
是
國
主
之
有
也

若
比
丘 

受
用
他
不
許
物 

卽
犯
盗
罪
者 

加
以 

法
之
興
廢 

悉
繋
天
心 

若
大
若
小 

不
敢

自
由 

望
請
蒙
賜
彼
空
地 

早
遂
小
願 
然
則 

四
時
勤
念 

以
答
雨
露
之
施 

若
天
恩
允
許 

請
宣
付
所
司 

輕
塵
震
扆 

伏
深
悚
越 
沙
門
空
海 

誠
惶
誠
恐 

謹
言 

弘
仁
七
年
六
月
十
九

日 

沙
門
空
海
上
表 

書
き
下
し
：
空
海
少
年
の
日
、
好
ん
で
山
水
を
渉
覧
し
、
吉
野
よ
り
南
に
行
く
こ
と
一
日
、
更
に
西
に
向



っ
て
去
る
こ
と
両
日

り
ょ
う
じ
つ

程ほ
ど

に
し
て
、
平
原
の
幽
地
あ
り
。
名
づ
け
て
高
野
と
曰
う
。
計
る
に
紀
伊
国
伊
都

郡
の
南
に
當
る
。
四
面
高
嶺
に
し
て
人
蹤

じ
ん
し
ょ
う

蹊み
ち

絶
え
た
り
。
今
思
わ
く
。
上
は
国
家
の
為
に
、
下
は
諸
の

修
行
者
の
為
に
、
荒こ

う

藪そ
う

を
芟か

り
夷

た
い
ら

げ
、
聊

い
さ
さ

か
修
禅
の
一
院
を
建
立
せ
ん
。
經
中
に
誡

い
ま
し

め
有
り
「
山
河

地
水
は
悉
く
是
れ
國
主
の
有ゆ

う

な
り
。
若
し
比
丘
、
他
の
許
さ
ざ
る
物
を
受
用
す
れ
ば
、
卽
ち
盗
罪
を
犯

す
者
な
り
」
。

加

以

し
か
の
み
な
ら
ず

、
法
の
興
廢
は
悉
く
天
心
に
繋つ

な

が
り
、
若
し
く
は
大
、
若
し
く
は
小
、
敢
え
て

自
由
な
ら
ず
、
望
ん
で
請
う
に
、
彼
空
地
を
賜
わ
る
こ
と
を
蒙
っ
て
、
早
く
小
願
を
遂
げ
ん
。
然
れ
ば

則
ち
、
四
時

し

い

じ

に
勤ご

ん

念ね
ん

し
、
以
っ
て
雨
露
の
施
し
に
答
う
。
若
し
天
恩
允
許

い
ん
き
ょ

す
れ
ば
、
所
司
に
宣
付
せ
ん

こ
と
を
請
う
。
輕
し
く
震
扆

し

ん

い

を
塵よ

ご

し
、
伏
し
て
深
く
悚

し
ょ
う

越え
つ

す
。
沙
門
空
海
、
誠
に
惶お

そ

れ
誠
に
恐
れ
て
、

謹
ん
で
言も

う

す
。
弘
仁
七
年
六
月
十
九
日 

沙
門
空
海
上
表
。 

 



私
訳
：
空
海
が
少
年
の
頃
、
好
ん
で
山
や
川
を
渉
猟
し
、
吉
野
か
ら
南
に
行
く
こ
と
一
日
、
さ
ら
に
西
に

向
っ
て
二
日
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
、
人
が
入
っ
て
い
な
い
幽
玄
な
平
地
が
あ
っ
た
。
高
野
と
い
う
地
名
で

あ
っ
た
。
推
測
す
る
に
紀
伊
国
伊
都
郡
の
南
に
当
っ
た
・
四
方
と
も
に
髙
い
嶺
が
そ
び
え
、
人
の
踏
ん

だ
道
は
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
今
、
上
は
国
家
の
（
鎮
護
の
）
た
め
、
下
は
諸
々
の
山
岳
修
行
者
の

た
め
、
荒
地
の
伸
び
き
っ
た
蔓
草
を
刈
り
払
い
、
少
し
ば
か
り
瞑
想
行
の
た
め
の
道
場
を
一
つ
建
て
た

い
と
思
う
。
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
の
な
か
に
誡
め
が
あ
り
、
「
山
や
河
や
土
地
や
水
は
皆
国
主
の

所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
も
し
比
丘
が
他
人
が
（
自
分
に
）
分
け
与
え
な
い
も
の
を
受
け
て
使
え
ば
、

盗
み
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
言
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
仏
法
の
興
廃
は
悉
く
皇
帝
の
心
に

繋
が
っ
て
い
て
、
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
（
我
々
の
）
自
由
に
は
な
ら
な
い
。
切
望
し
て
請
い
願
う
に
、

あ
の
空
地
を
賜
わ
っ
て
早
く
（
私
の
）
小
さ
な
願
い
を
叶
え
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
し
叶
っ
た
ら
、

一
日
中
勤
め
て
念
誦
法
を
修
し
、
も
っ
て
天
皇
の
恩
に
答
え
よ
う
と
思
う
。
も
し
天
皇
の
恩
徳
に
よ
っ

て
許
さ
れ
れ
ば
、
ど
う
か
所
司
に
宣
旨
を
下
付
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
軽
々
し
く
天
皇
の
御
心
を
汚
し
、

伏
し
て
深
く
恐
れ
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
沙
門
空
海
、
誠
に
惶
れ
誠
に
恐
れ
な
が
ら
、
謹
ん
で

申
し
上
げ
る
。 

 

※
註
記
１
：
荒
藪
は
、
荒
地
の
伸
び
き
っ
た
蔓
草
。 

※
註
記
２
：
芟
夷
は
、
刈
り
払
う
こ
と
。 

※
註
記
３
：
經
中
は
、
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
（
般
若
三
蔵
訳
）
。 



※
註
記
４
：
雨
露
は
、
天
皇
の
恩
。 

※
註
記
５
：
所
司
は
、
寺
の
事
務
職
。
上
座
・
寺
主
・
維
那
の
三
綱
。 

※
註
記
６
：
震
扆
は
、
震
が
宮
殿
、
扆
が
衝
立
。
天
皇
の
こ
と
。 

※
註
記
７
：
悚
越
は
、
恐
れ
る
こ
と
。 


